
 

 

 

 

令和８年 

３月高浜市議会定例会 

議 案 書 

    



同意第１号 

 

   副市長の選任について 

 

次の者を副市長に選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１６２条の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

              高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市本郷町 

２ 氏  名  深 谷 直 弘（６４歳） 

 

提案理由 

 この案は、副市長深谷直弘氏が令和８年３月３１日で任期満了と

なるので、再度選任するためであります。 



同意第２号 

 

   教育委員会教育長の任命について 

 

 次の者を教育委員会教育長に任命したいから、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市清水町 

２ 氏  名  村 越 茂 樹 （５８歳） 

 

   提案理由 

 この案は、教育委員会教育長岡本竜生氏が令和８年４月１日をも

って辞職するので、新たに教育委員会教育長を任命するためであり

ます。 



同意第３号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議

会の同意を求める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市屋敷町 

２ 氏  名  毛 受 洋 恵 （５４歳） 

 

   提案理由 

 この案は、固定資産評価審査委員会委員内藤誠氏が令和８年３月

３１日で任期満了となるので、新たに委員を選任するためでありま

す。 

 

 

 

 



議案第３号 

 

   指定金融機関の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条第２項及び地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２項の規

定により次の金融機関を指定し、高浜市の公金の収納及び支払の事

務を取り扱わせるものとする。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 金融機関名  岡崎信用金庫 

２ 指 定 期 間  令和８年７月１日から令和１１年６月３０日まで 

    

提案理由 

 この案は、岡崎信用金庫との契約期間の満了に伴い、令和８年７

月１日から再度指定金融機関として指定するためであります。 



議案第４号 

 

   高浜市行政手続条例の一部改正について 

 

 次のとおり高浜市行政手続条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

高浜市行政手続条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市行政手続条例（平成９年高浜市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

 第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げ

る事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面を

いつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示

すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の

１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべ

き者の氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行

政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者

に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規

則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる

状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の

事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した

電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる

状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合に

おいては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、

当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改

める。 

 第２２条第３項中「第１５条第３項」の次に「及び第４項」を、

「参加人」」の次に「と、同条第４項中「不利益処分の名宛人とな

るべき者」とあるのは「当事者又は参加人」」を加え、「掲示を始



めた日」を「当該措置を開始した日」に改める。 

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加

え、「「同項第３号及び第４号」」を「同条第４項中「第１項第３

号及び第４号」」に、「同条第３号」を「第２８条第３号」に、「同

条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」

を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条第３項及び第４項（改正後の第２２条第３項

及び第２９条において準用する場合を含む。）の規定は、この条

例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知

については、なお従前の例による。 

 

   提案理由 

 この案は、聴聞及び弁明の機会の付与の通知について、公示送達

のデジタル化を実施するためであります。 



議案第５号  
  

高浜市国民健康保険税条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市国民健康保険税条例の一部を改正するものとす

る。 

  

令和８年２月２６日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲 

  

高浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市国民健康保険税条例（昭和３４年高浜町条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に

改め、「「介護納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支

援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」とい

う。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のう

ち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国

民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育

て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に

充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被

保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額

を加算した額とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下



「法」という。）」を「法」に、「１００分の５．７３」を「１０

０分の６．７８」に改める。 

第５条中「２万９，３００円」を「３万５，８００円」に改め

る。 

第５条の２第１号中「第７条の３」の次に「、第９条の７」を加

え、「２万３，８００円」を「２万３，０００円」に改め、同条第

２号中「１万１，９００円」を「１万１，５００円」に改め、同条

第３号中「１万７，８５０円」を「１万７，２５０円」に改める。 

第６条中「１００分の１．９３」を「１００分の２．３５」に改

める。 

第７条の２中「９，９００円」を「１万１，８００円」に改め

る。 

第７条の３第１号中「７，８００円」を「７，６００円」に改

め、同条第２号中「３，９００円」を「３，８００円」に改め、同

条第３号中「５，８５０円」を「５，７００円」に改める。 

第８条中「１００分の１．８５」を「１００分の２．１１」に改

める。 

第９条の２中「１万２，４００円」を「１万１，９００円」に改

める。 

第９条の３中「７，０００円」を「５，９００円」に改め、同条

の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の所得割額） 

第９条の４ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額

等に１００分の０．２９を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人に

ついて１，３００円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８

歳以上被保険者１人について１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額） 



第９条の７ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８００円 

(２) 特定世帯 ４００円 

(３) 特定継続世帯 ６００円 

第２３条第１項中「並びに同条第４項本文」を「、同条第４項本

文」に改め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項の子ども・

子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得

た額」を加え、同項第１号ア中「２万５１０円」を「２万５，０６

０円」に改め、同号イ(ア)中「１万６，６６０円」を「１万６，１

００円」に改め、同号イ(イ)中「８，３３０円」を「８，０５０

円」に改め、同号イ(ウ)中「１万２，４９５円」を「１万２，０７

５円」に改め、同号ウ中「６，９３０円」を「８，２６０円」に改

め、同号エ(ア)中「５，４６０円」を「５，３２０円」に改め、同

号エ(イ)中「２，７３０円」を「２，６６０円」に改め、同号エ

(ウ)中「４，０９５円」を「３，９９０円」に改め、同号オ中

「８，６８０円」を「８，３３０円」に改め、同号カ中「４，９０

０円」を「４，１３０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について ９１０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

７０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５６０円 

(イ) 特定世帯 ２８０円 

(ウ) 特定継続世帯 ４２０円 

第２３条第１項第２号ア中「１万４，６５０円」を「１万７，９

００円」に改め、同号イ(ア)中「１万１，９００円」を「１万１，

５００円」に改め、同号イ(イ)中「５，９５０円」を「５，７５０

円」に改め、同号イ(ウ)中「８，９２５円」を「８，６２５円」に



改め、同号ウ中「４，９５０円」を「５，９００円」に改め、同号

エ(ア)中「３，９００円」を「３，８００円」に改め、同号エ(イ)

中「１，９５０円」を「１，９００円」に改め、同号エ(ウ)中

「２，９２５円」を「２，８５０円」に改め、同号オ中「６，２０

０円」を「５，９５０円」に改め、同号カ中「３，５００円」を

「２，９５０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について ６５０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

５０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４００円 

(イ) 特定世帯 ２００円 

(ウ) 特定継続世帯 ３００円 

第２３条第１項第３号ア中「５，８６０円」を「７，１６０円」

に改め、同号イ(ア)中「４，７６０円」を「４，６００円」に改

め、同号イ(イ)中「２，３８０円」を「２，３００円」に改め、同

号イ(ウ)中「３，５７０円」を「３，４５０円」に改め、同号ウ中

「１，９８０円」を「２，３６０円」に改め、同号エ(ア)中「１，

５６０円」を「１，５２０円」に改め、同号エ(イ)中「７８０円」

を「７６０円」に改め、同号エ(ウ)中「１，１７０円」を「１，１

４０円」に改め、同号オ中「２，４８０円」を「２，３８０円」に

改め、同号カ中「１，４００円」を「１，１８０円」に改め、同号

に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について ２６０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 



２０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６０円 

(イ) 特定世帯 ８０円 

(ウ) 特定継続世帯 １２０円 

第２３条第２項第１号ア中「４，３９５円」を「５，３７０円」

に改め、同号イ中「７，３２５円」を「８，９５０円」に改め、同

号ウ中「１万１，７２０円」を「１万４，３２０円」に改め、同号

エ中「１万４，６５０円」を「１万７，９００円」に改め、同項第

２号ア中「１，４８５円」を「１，７７０円」に改め、同号イ中

「２，４７５円」を「２，９５０円」に改め、同号ウ中「３，９６

０円」を「４，７２０円」に改め、同号エ中「４，９５０円」を

「５，９００円」に改め、同項に次の１号を加える。 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １９５円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ３２５円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ５２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６５０円 

第２３条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改

め、「被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割

額」を加え、同項に次の３号を加える。 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の４

の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第

９条の５の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被



保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険

者につき第９条の６の規定により算定した１８歳以上被保険

者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）

の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第２３条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未

満被保険者」という。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する子ども・子育て支援納付金課税額（当該納税義務者の

世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割

額（第１項、第２項又は前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）

は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当す

る額を減額して得た額とする。 

第２６条中「規則で」を削る。 

附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「、第

８条」の次に「、第９条の４」を加える。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の高浜市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

   提案理由 

 この案は、国民健康保険税の税率を改定するほか、子ども・子育

て支援納付金課税額について、所要の規定の整備を行うためであり

ます。 



議案第６号 

 

   高浜市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

 次のとおり高浜市犯罪被害者等支援条例を制定するものとする。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

高浜市犯罪被害者等支援条例（案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、

並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪

被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者

等支援のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等

の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の

回復又は軽減及び生活の再建を図り、もって市民が安全で安心し

て生活することができる地域社会の実現に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

 (１) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす

行為をいう。 

(２) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者（以下「犯罪

被害者」という。）及びその家族又は遺族をいう。 

(３) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回

復又は軽減し、安全に安心して暮らすことができるようにす

るための取組をいう。 

(４) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害

者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮

に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹
ひ

謗
ぼう

中傷、

報道機関等による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受け



る精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏の侵

害、経済的な損失その他の被害をいう。 

 (５) 再被害 犯罪被害者が更なる犯罪等により受ける被害をい

う。 

 (６) 関係機関等 国、愛知県、警察、犯罪被害者等支援を行う

団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が

重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重

されるよう、配慮して行われなければならない。 

２ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから、

社会において孤立することなく、犯罪被害者等が置かれている状

況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなけれ

ばならない。 

３ 犯罪被害者等支援は、二次被害及び再被害を生じさせることの

ないよう配慮するとともに、市、市民、事業者及び関係機関等が

相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、犯罪被害者等支援に必要な施策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれてい

る状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次

被害を与えることのないよう努めなければならない。 

２ 市民は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関す

る施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に

のっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支

援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのない

よう十分配慮するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、その雇用する犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配

慮するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市及び関係機関



等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努

めなければならない。 

（相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営む

ことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関

等との連絡調整を行うものとする。 

２ 市は、前項の相談及び情報の提供等の支援を総合的に行うため

の窓口を設置するものとする。 

（経済的負担等の軽減） 

第８条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済

的負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。 

（広報及び啓発） 

第９条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、

二次被害及び再被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等

支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報

及び啓発を行うものとする。 

（人材の育成） 

第１０条 市は、犯罪被害者等支援を担う人材の育成を図るため、

研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（個人情報の適切な管理） 

第１１条 市は、犯罪被害者等支援における個人情報の保護の重要

性を認識し、犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理するもの

とする。 

（支援を行わないことができる場合） 

第１２条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪

被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる

ときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 



 この案は、犯罪被害者等の支援に関し、市の責務等を定めるため

であります。 



議案第７号 

  

高浜市水道事業及び下水道事業審議会条例の制定について 

  

次のとおり高浜市水道事業及び下水道事業審議会条例を制定する

ものとする。 

  

令和８年２月２６日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市水道事業及び下水道事業審議会条例（案） 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第

３項の規定に基づき、高浜市水道事業及び下水道事業審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の

運営及び経営について調査及び審議を行う。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 各種団体を代表する市民 

(３) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は委員のうちから市長が任命し、副会長は会長が指名す

る。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 



４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが

できない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 審議会は、その権限に属する事項を行うため必要があると

認めるときは、関係者に対して出席を求め、説明若しくは意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、都市政策部において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正） 

２ 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和３７年高浜町条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。 

水道事業及び下水道事業審議会委員 日額 ５，８００円

 

   提案理由 

この案は、水道事業及び下水道事業の運営及び経営について調査

及び審議を行うことを目的として、高浜市水道事業及び下水道事業

審議会を設置するためであります。 



議案第８号 

  

高浜市上水道事業給水条例及び高浜市公共下水道条例の一部

改正について 

  

次のとおり高浜市上水道事業給水条例及び高浜市公共下水道条例

の一部を改正するものとする。 

  

令和８年２月２６日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市上水道事業給水条例及び高浜市公共下水道条例 

の一部を改正する条例（案） 

 

（高浜市上水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 高浜市上水道事業給水条例（昭和３６年高浜町条例第１２

号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の水道事

業者（法第３条第５項に規定する水道事業者をいう。以下同

じ。）又は他の水道事業者が法第１６条の２第１項の規定によ

り指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認める

ときは、この限りでない。 

第１１条第２項中「指定給水装置工事事業者」を「指定給水装

置工事事業者等（指定給水装置工事事業者又は同項ただし書の規

定により給水装置工事を施行する他の水道事業者若しくは他の水

道事業者が法第１６条の２第１項の規定により指定をした者をい

う。以下同じ。）」に改める。 

第１２条第２項中「指定給水装置工事事業者」を「指定給水装

置工事事業者等」に改める。 

（高浜市公共下水道条例の一部改正） 

第２条 高浜市公共下水道条例（平成９年高浜市条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

第９条第１項に次のただし書を加える。 



ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の地方公

共団体の長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第

７条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。）の指

定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、こ

の限りでない。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

この案は、災害その他非常の場合に、市長の指定を受けた者以外

の者による給水装置工事及び排水設備工事を可能とするためであり

ます。 



議案第９号 

 

高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

ものとする。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

条例（案） 

 

高浜市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年高浜町条例第２

０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１万円」に改め、同

号ただし書中「１万４，５００円」を「１万５，０００円」に改

め、同条第３項中「１００円」を「４３３円」に改め、「、第２号

に該当する扶養親族については１人につき３８３円を」を削り、

「第３号から第６号」を「第２号から第５号」に改め、同項中第１

号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ

繰り上げる。 

別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７

００円」を「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，

０００円」に、「１１，３００円」を「１１，６７０円」に、「１

２，１００円」を「１２，５００円」に、「９，７００円」を「１

０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，８４０円」に改

める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条

例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日

前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金

、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」とい



う。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補

償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生

じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の

例による。 

 

   提案理由 

 この案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部改正に伴い、補償基礎額の改定等を行うためであります。 



議案第１０号 

 

高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市職員の給与に関する条例の一部を改正するもの

とする。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市職員の給与に関する条例（昭和３９年高浜町条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項及び第２項を次のように改める。 

通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(１) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この条において

「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項及び次項において「運賃等」という。）を負担する

ことを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関

等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げ

る職員を除く。） 

(２) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が規則で定め

るもの（以下この条において「自動車等」という。）を使用

することを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤

することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる

職員を除く。） 

(３) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関等

を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著



しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用

せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

のを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規

則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の

通勤に要する運賃等の額に相当する額（第４項において「運

賃等相当額」という。） 

(２) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、６万６，

４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離に応じて市

長が規則で定める額（第１５条の３第１項の規定により在宅

勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職

員（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で

定める職員に限る。）にあっては、その額から、その額に市

長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、

自動車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合

の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等

の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前２号に

定める額、第１号に定める額又は前号に定める額 

第１５条第３項中「前２項」を「前各項」に改め、同項を同条第

８項とし、同条第２項の次に次の５項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のた

めの施設（その所在地及び利用形態が市長が規則で定める要件を

満たすものに限る。第１号及び第７項において「駐車場等」とい

う。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（市

長が規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(１) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，００

０円を超えない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相

当する額として市長が規則で定める額 

(２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による



額 

４ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通

機関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２

号に定める額及び前項第１号に定める額の合計額が１５万円を超

える職員の通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、当該職

員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に

つき、１５万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とす

る。 

５ 通勤手当は、支給単位期間（市長が規則で定める通勤手当にあ

っては、市長が規則で定める期間）に係る最初の月（当該月に通

勤手当を支給することが困難な場合として市長が規則で定める場

合にあっては、その翌月）の市長が規則で定める日に支給する。 

６ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で

定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうち

これらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額

を返納させるものとする。 

７ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位

となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位として

市長が規則で定める期間（自動車等及び駐車場等に係る通勤手当

にあっては、１箇月）をいう。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

 この案は、今年度の人事院勧告に基づき、通勤手当の改定を行う

ためであります。 



議案第１１号 

 

高浜市職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正するもの

とする。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市職員の旅費に関する条例（昭和４７年高浜市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第２５条」を「第２４条の２」に、「第２７条」を「第

２８条」に改める。 

第２条第１項第３号中「在勤庁」の次に「（常時勤務する在勤庁

のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行

命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他旅

行命令権者が認める場所）」を加え、同項第５号中「若しくはその

扶養親族又はその」を「又は」に、「根拠地」を「根拠」に改め、

同項第６号中「扶養親族」を「家族」に、「職員の配偶者」を「内

国旅行にあっては職員の配偶者」に、「主として職員の収入によっ

て生計を維持している」を「職員と生計を一にするものをいい、外

国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にする」に

改め、同項に次の１号を加える。 

(８) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第

２３９号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）

その他の市長が規則で定める者（以下この号において「旅行

業者等」という。）であって、市と旅行役務提供契約（旅行

業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市長が規則で定

めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅

行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払

うことを約する契約をいう。次条第７項において同じ。）を



締結したものをいう。 

第２条第２項及び第３項を削る。 

第３条第５項中「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給

を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。）」を削

り、「その出発前に次条第３項」を「、次条第３項」に、「を変更

（取消しを含む。以下同じ。）され」を「の変更（取消しを含む。

同項及び同条第４項並びに第５条において同じ。）を受け」に、

「場合において」を「場合その他市長が規則で定める場合には」

に、「があるときは、当該金額のうちその者の損失となった」を

「のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する」に改め、同

条第６項中「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受け

ることができる場合には、当該扶養親族を含む。）が旅行中交通機

関の事故又は」を「が、旅行中」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定する場合において、

市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額

があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代

えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するも

のとして支払うことができる。 

第４条第１項中「任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行

依頼を行う者（以下「旅行命令権者」という。）」を「旅行命令権

者」に改め、同条第３項中「を変更する必要があると認める場合

で、前項の規定に該当する」を「の変更をする必要があると認め

る」に、「変更すること」を「その変更をすること」に改め、同条

第４項及び第５項を次のように改める。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするに

は、旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」とい

う。）に、市長が規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事

項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿

等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この

限りでない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしな

かった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定め

る事項の記載又は記録をしなければならない。 

第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」



を「この条」に改める。 

第６条第１項中「車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手

当及び扶養親族移転料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費」に改め、同条

第５項中「車賃」を「その他の交通費」に改め、同条第６項から第

１１項までを次のように改める。 

６ 宿泊費は、第１６条の額を上限とした実費額により支給する。

ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が規則で定

める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給

する。 

７ 包括宿泊費は、第１７条に規定する額を支給する。 

８ 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ、１夜当たりの定額により支

給する。 

９ 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。 

10 着後滞在費は、第１９条に規定する額を支給する。 

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。 

第６条第１２項を削る。 

第７条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するため

のものとして第１２条から第１９条までに規定する種目及び内容に

基づき」を加え、「の旅費により」を「によって」に改め、同条た

だし書中「又は方法によって」を「又は方法により」に改める。 

第８条から第９条までを次のように改める。 

第８条から第９条まで 削除 

第１０条中「、職務の級の変更」を削り、「車賃」を「その他の

交通費」に、「扶養親族移転料」を「家族移転費」に改める。 

第１１条第１項中「精算をしようとするもの」の次に「並びに旅

費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者」を、

「請求書」の次に「（当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。第５項において同じ。）を含

む。以下この条において同じ。）」を加え、「旅費額」を「旅費又

は旅費に相当する金額」に、「その旅費」を「その旅費又は旅費に

相当する金額」に改め、「金額の支給」の次に「又は支払」を加

え、同条第５項中「前項」を「第４項」に改め、同項を同条第７項



とし、同条第４項の次に次の２項を加える。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているとき

は、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。）をもっ

て提出することができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行

われたときは、支払担当者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出し

たものとみなす。 

第１２条第１項を次のように改める。 

鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２

条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正

１０年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道、外国におけ

るこれらに相当するものをいう。以下同じ。）を利用する移動に

要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第６号

までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うも

のであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合

計額とする。 

(１) 運賃 

(２) 急行料金 

(３) 寝台料金 

(４) 座席指定料金 

(５) 特別車両料金 

(６) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

第１２条第３項中「第１項第３号」を「第１項第４号」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項第２号」を「第１項第

２号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

第１３条から第１８条までを次のように改める。 

（船賃） 

第１３条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７

号）第２条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外

国におけるこれに相当するものをいう。以下同じ。）を利用する



移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から

第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支

払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の

額の合計額とする。 

(１) 運賃 

(２) 寝台料金 

(３) 座席指定料金 

(４) 特別船室料金 

(５) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た船舶により移動する場合には、最下級の運賃額とする。 

（航空賃） 

第１４条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指

定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。 

(１) 搭乗に要する運賃 

(２) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほ

か、座席指定料金 

(３) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（その他の交通費） 

第１５条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに

限る。）の合計額とする。 

(１) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イ

に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に

運航する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）

の用に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含

む。以下同じ。）を利用する移動に要する運賃 

(２) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運

送事業の用に供する自動車（外国におけるこれに相当するも

のを含む。以下同じ。）その他の旅客を運送する交通手段

（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移動に要する

運賃 



(３) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８

０条第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自

動車（外国におけるこれに相当するものを含む。以下同

じ。）の賃料その他の移動に直接要する費用 

(４) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

（宿泊費） 

第１６条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、

１万９，０００円を上限として、地域の実情を勘案して市長が規

則で定める額（次条において「宿泊費基準額」という。）とす

る。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が

規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

第１７条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として

支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第１２条から第

１５条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の

合計額とする。 

（宿泊手当） 

第１８条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるた

めの費用とし、その額は、１夜当たり２，４００円とする。 

２ 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される宿泊費又は

包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前

項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含ま

れる場合 前項で定める定額の３分の２の額 

(２) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 

前項で定める定額の３分の１の額 

３ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する

場所をいう。）に宿泊する場合には、前２項の規定にかかわら

ず、宿泊手当は支給しない。 

第１８条の２を削る。 

第１９条を次のように改める。 

（転居費、着後滞在費及び家族移転費） 

第１９条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、国家公務員

等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号。以下「旅費

法」という。）の規定に準じて市長が定める。 



第２１条を次のように改める。 

第２１条 削除 

第４章中第２５条の前に次の１条を加える。 

（旅費の支給額の上限） 

第２４条の２ 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移

転費のうちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額

は、第１２条第１項各号、第１３条第１項各号、第１４条第１項

各号及び第１５条各号に掲げる各費用について、当該各号及び第

７条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各

費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当す

る部分を除く。）及び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除

く。）に係る旅費の支給額は、当該各種目について第１６条、第

１７条、第１９条及び第７条の規定により計算した額と現に支払

った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した

額とする。 

第２５条第１項中「公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行

した」を「市以外の者から旅費の支給を受ける」に、「当該旅行」

を「旅行」に改める。 

第２６条中「若しくは第６４条又は船員法（昭和２２年法律第１

００号）第４７条」及び「若しくは第６４条又は船員法第４８条」

を「又は第６４条」に改める。 

第２７条を第２８条とし、第２６条の次に次の１条を加える。 

（旅費の返納） 

第２７条 支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例

又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相

当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返

納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して

旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する

返納に代えて、当該支払担当者等がその後においてその者に対し

支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する

金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、市長が規則で定める。 

別表第２を削り、別表第１を別表とする。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高浜市職員の旅費に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同

日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

（高浜市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部改正） 

３ 高浜市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

（昭和３７年高浜町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定により支給する旅費のうち内国旅行の旅費の種類

は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、包括宿泊費及び

宿泊手当とし、これらの旅費の額については、別に定めるもの

のほか、高浜市職員の旅費に関する条例（昭和４７年高浜市条

例第２５号）の例による。この場合において、同条例第１２条

第２項、第１３条第２項及び第１４条第２項中「最下級」とあ

るのは「最上級」と、同条例第１６条中「１万９，０００円」

とあるのは「２万７，０００円」と読み替えるものとする 

別表第２を削る。 

（高浜市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

４ 高浜市証人等の実費弁償に関する条例（昭和３７年高浜町条例

第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「高浜市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例（昭和３７年高浜町条例第４号）別表第２」を「高浜

市職員の旅費に関する条例（昭和４７年高浜市条例第２５号）」

に改め、同条ただし書を削り、同条第１２号中「不服申立人」を

「審査請求人」に改める。 

 （高浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

５ 高浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２７条第２項後段を削る。 

 



提案理由 

この案は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、

本市においても国に準じて、旅費の種目及び内容について見直しを

行うためであります。 



議案第１２号 

 

   高浜市事務分掌条例の一部改正について 

 

 次のとおり高浜市事務分掌条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

高浜市事務分掌条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市事務分掌条例（平成１７年高浜市条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条の見出しを「（部等の設置）」に改め、同条中「次の部」

を「市長直轄組織及び次の部」に改める。 

 第２条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加え

る。 

市長直轄組織の分掌事務は、行財政改革推進に関することと

する。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

    

提案理由 

 この案は、行財政改革を推進し、行政組織の改革を行うためであ

ります。 



議案第１３号 

 

高浜市障害者扶助料支給条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市障害者扶助料支給条例の一部を改正するものと

する。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市障害者扶助料支給条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市障害者扶助料支給条例（昭和４８年高浜市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第２号中「第５条第１５項」を「第５条第１８項」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提案理由 

 この案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律の一部改正に伴い、条文の整備を行うためであります。 



議案第１４号 

  

高浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について 

  

次のとおり高浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を

定める条例を制定するものとする。 

  

令和８年２月２６日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲 

  

高浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を 

定める条例（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号。以下「法」という。）第５４条の３において準用する法第

４６条第３項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用

する用語の例による。 

 （運営に関する基準） 

第３条 法第５４条の３において準用する法第４６条第３項の規定

により条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準（令和７年内閣府令第９５号）の定めるところによる。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

この案は、令和８年度から実施する特定乳児等通園支援事業の運

営について、基準を定めるためであります。 



議案第１５号 

 

   高浜市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 

 次のとおり高浜市使用料及び手数料条例の一部を改正するものと

する。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

高浜市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市使用料及び手数料条例（昭和３９年高浜町条例第１８号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１公の施設の部流作グランドの項を次のように改める。 

流作

グラ

ンド 

野球場(Ａ) １時間 ５９０利 用 の 許

可 を 受 け

たとき 

 

野球場(Ｂ) ５９０

 別表第１行政財産の目的外使用の部吉浜小学校の項を次のように

改める。 

吉浜

小学

校 

体育館 １時間 ５１０利 用 の 許

可 を 受 け

たとき 

半面のみのときは、

３５０円とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

 この案は、流作グランド及び吉浜小学校屋外体育施設の照明施設

を廃止するためであります。 


